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（項目１） 

財 務 状 況 

 

①当期総利益又は総損失  総利益        ３千８百万円 

②利益剰余金又は繰越欠損金 利益剰余金      ３千８百万円 

③－１当期一般会計運営費交付金債務            ３千４百万円 

③－２当期労働保険特別会計会計運営

費交付金債務 
         ２億２千７百万円 

 

④利益の発生要因 

及び 

目的積立金の申請状況 

（利益の発生要因） 

受託研究費の執行残、施設及び機器の貸与、講師および 

委員会出席謝金等 

 

⑤100 億円以上の利益剰

余金又は繰越欠損金が

生じている場合の対処

状況 

 

 

 

該当なし 

 

 

 

 

⑥運営費交付金の執行率

が９０％以下となった理

由 

 

人件費については、退職予定者の再任により退職金の

支出がなかったこと、研究員の退職後の補充がなされな

かったことによる。 

一般管理費、業務経費については、一般競争入札の実

施による効果、また、東日本大震災に伴う節電など電力

消費量の削減による経費節減を図ったため。 
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（項目２） 

保有資産の管理・運用等 

 

①保有資産の活用状況

とその点検 

（独立行政法人の事務・事業の

見直し基本方針で講じる措置が

定まっているものを除く。） 

１． 保有施設・設備については、その有効活用を図

る観点から、民間企業等に対して有償貸与を実施

している。貸与対象の施設・設備８５件について

はホームページ等を通じて積極的に広報した。こ

の結果、７件の施設・設備を有償貸与し、１７５

万円の収入を得た。 

２． 特許権等の知的財産の方針・取扱状況について

は、次のとおりである。 

・知的財産に関する特許権の出願方針、知的財産の

活用方針については、第２期中期計画等において

明確化した。 

・平成２３年度における保有特許の実施は１件であ

り、その他の特許の活用促進を図るため、登録特

許について、特許流通データベース、研究所ホー

ムページに名称、概要等を公表した。 

・特許権等の出願の是非については、特許審査会の

審議結果を踏まえ、判断するとともに、特許等の

活用・管理については、担当責任者及び検討チー

ムによりその的確な運用に努めた。 

・実施されていない特許等の保有見直しについて

は、特許年金の支払前の段階で、今後の実施許諾

等に伴う収入の見通し、権利維持費用の見込み等

費用対効果を十分勘案して権利存続の是非を検

討することとし、平成２３年度においては４件の

見直しを実施した。 

・実施されていない特許等保有の必要性の見直し 

※特許権放棄: 2件(研究所保有） 

※取得断念 : 2件(研究所扱い 1件 

TLO扱い 1件) 
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②資金運用の状況 

 

 

 

該当なし 

③債権の回収状況 該当なし 
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（項目３） 

組織体制・人件費管理 

（委員長通知別添一関係） 
 

①給与水準の状況 

   と 

 総人件費改革の進

捗状況 

平成 23 年度の事務・技術職の対国家公務員指数は 98.9

であることから、国より低い水準となっている。当法人は

独法化以前は国の附属機関であったことにより、独法化後

も引き続き国の給与制度に準拠した給与規程を定めている

ため、国家公務員全体との比較による指数においては、適

切な給与水準となっている。 

なお、平成 17 年度の基準年度からの総人件費の削減に

よる進捗状況は、△20.8%であり、当初の目的が達成された。 

なお、平成 24年度の人件費についても、引き続き総人件

費削減改革を進めていくこととした。 

②国と異なる、又は

法人独自の諸手当の

状況 

該当なし 

③福利厚生費の状況 

法定福利費  112,084千円（役職員一人当たり 1,121 千円） 

法定外福利費   806千円（役職員一人当たり  8 千円） 

主な法定外福利費は、労働安全衛生法に基づく健康診断

費用である。また、レクリエーション経費についての支出

はなかった。 
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（項目３の２） 

○ 国家公務員再就職者の在籍状況 及び 

法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者注１の在籍状況 

  （平成 24年 3月末現在） 

      役  員注２ 職  員 

      常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計 

総  数 4 人 1 人 5 人 96 人 11 人 107 人 

  
 

うち国家公務員 

再就職者 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

  
 
うち法人退職者 2 人 0 人 2 人 0 人 5 人 5 人 

  
うち非人件費ポス

ト 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

    
うち国家公務員 

再就職者 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

    うち法人退職者 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

注１ 「法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者」とは、法人職員が、定年退職等

の後、嘱託職員等として再度採用されたものをいう（任期付き職員の再雇用を除く。）。 

注２ 役員には、役員待遇相当の者（参与、参事等の肩書きで年間報酬額 1,000万円以上

の者）を含む。 

注３ 「非人件費ポスト」とは、その年間報酬が簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律（平成 18年法律第 47号）第 53条第 1項の規定により削減

に取り組まなければならないこととされている人件費以外から支出されているもの

（いわゆる総人件費改革の算定対象とならない人件費） 

 

④国家公務員再就職者

及び本法人職員の再就

職者の在籍ポストとそ

の理由 

該当なし 
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（項目４） 

事業費の冗費の点検 

（委員長通知別添二関係） 
 

事業費項目 点検状況 

１年間実施した場

合の削減効果額 

（単位：千円） 

①庁費の執行状

況の点検 

 

一般競争入札の徹底、情報通信技術の活用による時間

的・経済的損失の縮減等の対策を講じることにより経費節

減を図った。 

 

②旅費の執行状

況の点検 

出張旅費については、平成 21 年 1 月 29 日付け事務連絡

によりパック料金利用の周知を徹底してきたが、平成 23年

度においても、パック料金によらない出張の場合に理由書

を提出させる等、運用面での実効性確保を図った。 

③給与振込経費

の削減 
該当なし 

－ 

千円 

④その他コスト

削減について検

討したもの 

引き続き光熱水料を研究棟ごとに

月次で把握し、省資源・省エネの徹底

を働きかけるとともに、日照時間帯の

廊下等の照明の完全消灯、昼休み時間

中の消灯等を推進する取組を行い、光

熱水料を平成22年度比で1,257千円、

率にして 1.6%削減した。 

1,257 

千円 
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※ 削減効果額とは、各項目について行った見直しを平成 23 年度当初から実

施したと仮定した場合における平成 23年度の実績額（推計）が、平成 22年

度の実績額からどれだけ削減したかを示すものである。 
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(項目４の２) 
平

成
２
３
年

度
の

庁
費

及
び
旅

費
の

類
に
関

す
る
支

出
状

況
（項

目
４の

２）

上
段

　：
　支

出
予

定
下

段
　：

　支
出

実
績

（単
位

：円
）

執
行

計
画

額
合

計

４月
５月

６月
７月

８月
９月

１０
月

１１
月

１２
月

１月
２月

３月
出

納
整

理
期

一
般

管
理

費
23
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0
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15
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40
,0
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,5
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,7
43

14
,3

74
,5

39
14

,3
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,3
14
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,6
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10

,2
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,9
28

8,
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5,
87

0
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28
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,0
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,4
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,8
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15
,6
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,8
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42
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業
務

経
費
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0
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0
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,4
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,4
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,0
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5,
00

0
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,4
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,4
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,0

00
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,4
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27
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00
0
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,4
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,0

00
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,4
25

,0
00

51
,4
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,0

00
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2,
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4,
00

0
35

,1
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,0
00

16
,2

82
,0

00
91

,3
90

,0
00

59
6,

65
0,

16
1

94
,7

28
,3

02
15

,8
85

,3
98

32
,6

11
,0

77
46

,2
31

,8
27

11
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7,

17
5
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,2
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,2

44
36
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88

,9
21

41
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10
16
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9
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15
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50
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01
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05

区
　　

　　
分

支
　　

　　
　　

　　
出

　　
　　

　　
　　

状
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　第
１・

四
半

期
　第

２・
四

半
期

　第
３・

四
半

期
　第

４・
四

半
期
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（項目５） 

契 約 

（委員長通知別添二関係） 
 

①契約監視委員会から

の主な指摘事項 

指摘事項はないが、調達に当たり以下のとおり意

見があった。 

 

・研究機器の購入など公告をまとめて行い、入札を

同一日に実施するなどを検討できないか。 

・複写機の更新時期を見据え、複数の調達をまとめ

ることができればコスト削減につながるのでは

ないか。 

・1者応札を改善するために他の法人の調達状況を

照会する方策があるが、独法のみでなく民間の研

究所、大学などに照会することとしてもよいので

はないか。 

②契約監視委員会以外

の契約審査体制とその

活動状況 

（審査体制・名称） 

平成 21年 11月に理事長が委嘱する当研究所の会

計機関以外の職員３名からなる委員による公共調

達審査会を設置した。 

（対象とする契約案件） 

予定価格が 100 万円以上（物件の借り入れにあたっ

ては 80万円以上）の契約案件を対象とした。 

（活動状況） 

 平成 23年度においては、平成 23年９月、12月及

び平成 24年３月と３回開催した。 

（契約事務における一連のプロセス） 

研究員からの要求について、担当研究グループ部

長等が審査・決裁を行い、その後、研究企画調整部

長が審査・決裁を行った。その上で経理担当者が審

査・決裁を行い、契約することとした。 

（執行、審査担当者（機関）の相互のけん制状況） 

 公共調達審査会は、報告内容又は審議した内容に

ついて不適切な点又は改善すべき点があると認め

られるときは、総務部長に対して指導を行い、又は

改善を求めることができ、執行と審査担当機関の相

互牽制状況は確保された。 
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（審査機関から法人の長への報告等の体制） 

公共調達審査会に監事（業務担当）もオブザーバ

ーとして参加し、透明性の確保に努め、その結果を

理事長に報告する体制を整備した。 

③「随意契約等見直し計

画」の進捗状況 

「随意契約等見直し計画」の進捗状況については、

次のとおりである。 

・見直し後、82件（94.3%）、834百万円（95.1%）と

していた競争性のある契約については、平成 23年

度実績が 76件（92.7%）、617百万円（93.9%）とな

った。 

・見直し後５件（5.7%）、43 百万円（4.9%）として

いた競争性のない随意契約については、平成 23年

度実績が６件（7.3%）、40百万円（6.1%）となった。 

・競争性のある契約のうち一者応札・応募について

は、平成 20年度実績の 43件（55.1%）、462百万円

（60.7%）から、平成 23年度実績の 29件（38.2%）、

172 百万円（27.9%）となっており、目標は概ね達

成された。 

④一者応札・一者応募と

なった契約の改善方策 

一者応札・一者応募の改善方策として、「随意契約

等見直し計画」に基づき、以下の取組を行った。今

後も、引き続き同計画に基づく取組を進めていくこ

ととしている。 

① 入札手続きの効率化 

業者が参加し易くなるように、複数の入札を

同一日に設定した。 

 ② 公告期間等の見直し 

ア 公告期間を、開所日で１０日以上、かつ

入札説明会から開札日までの期間を考慮し

つつ可能な限り長い期間確保することとし

た。なお、平成 23 年度においては、概ね

20日以上の公告期間を確保した。 

イ 契約締結から履行開始までの期間や契

約期間については、十分な期間を確保する

こととした。 

 ③ 仕様書の内容の見直し 

物品等の購入の際しては、複数の機器を併記し

たり、同等品でも応募ができるようにする等仕
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様書の記載内容等を見直した。 

 ④ 入札参加要件の緩和 

     業務内容を考慮の上、過去の納入実績、請負

実績等の条件を緩和する。 

（４）その他 

① 入札説明会等の開催 

入札説明会等については可能な限り開催す

ることとした。 

② 入札公告の掲載場所 

入札公告は、研究所内の掲示板やホームペ

ージの他、厚生労働省掲示板においても行う

こととした。 

⑤契約に係る規程類と

その運用状況 

「独立行政法人における契約の適正化（依頼）」（平

成 20 年 11 月 14 日付け総務省行政管理局長事務連

絡）において講ずることとされている措置は、すべ

て実施済である。 

⑥再委託している契約

の内容と再委託割合（再

委託割合が 50%以上のも

の又は随意契約による

ものを再委託している

もの） 

該当なし 

⑦公益法人等との契約

の状況 
該当なし 
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⑧その他調達の見直し

の状況 

調達については、公告期間の延伸、仕様内容の見

直し、及び入札参加要件の緩和等を行い、一般競争

入札による調達を徹底することにより、一層の透明

性・競争性を確保した。その結果、1 者応札の割合

が 38.2%（20年度比 16.9ポイント減）となり、経費

節減にもつながった。 

また、出張旅費については、事務連絡によりパッ

ク利用の徹底を指示し、パック料金によらない出張

の場合に理由書を提出させる等、運用面での強化を

図った。 
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（項目５の２） 

 

Ⅰ 平成２３年度の実績【全体】 

 件数 金額 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

一般競争入札 

（最低価格落札方式） 

76件 

(92.7%) 

617百万円 

(93.9%) 

 
うち一者応

札 

29件 

【38.2%】 

172百万円 

【27.9%】 

総合評価落札方

式 

0件 

(0%) 

0円 

(0%) 

 
うち一者応

札 

0件 

【0%】 

0円 

【0%】 

指名競争入札 
0件 

(0%) 

0円 

(0%) 

 
うち一者応

札 

0件 

【  0%】 

0円 

【  0%】 

企画競争等 
0件 

(0%) 

0円 

(0%) 

 
うち一者応

募 

0件 

【 0%】 

0円 

【 0%】 

競争性のない随意契約 
6件 

(7.3%) 

40百万円 

(6.1%) 

合 計 
82件 

( 100%) 

656百万円 

( 100%) 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 【  %】には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。 

※ 「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれ、一者入札・応募として

カウントしている。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。 
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Ⅱ 平成２３年度の実績【公益法人】 

 件数 金額 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

一般競争入札 

（最低価格落札方式） 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

 
うち一者応

札 

0件 

【0%】 

0件 

【0%】 

総合評価落札方

式 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

 
うち一者応

札 

－ 

【0%】 

0件 

【0%】 

指名競争入札 
－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

 
うち一者応

札 

0件 

【0%】 

0件 

【0%】 

企画競争等 
－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

 
うち一者応

募 

－ 

【0%】 

－ 

【0%】 

競争性のない随意契約 
－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

合 計 
－ 

( 100%) 

－ 

( 100%) 

※ 「公益法人」は、いわゆる広義の公益法人を指し、独立行政法人、特例民法法人等の

ほか、社会福祉法人や学校法人も含む。 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 【  %】には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。 

※ 「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれ、一者入札・応募として

カウントしている。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。 
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Ⅲ 随意契約等見直し計画の進捗状況 その１ 

 随意契約等見直し計画によ

る見直し後の姿 
平成 23年度実績 

件数 金額 件数 金額 

事務・事業をとり

やめたもの 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

競争入札 
79件 

(90.8%) 

819百万円 

(93.4%) 

76件 

(92.7%) 

617百万円 

(93.9%) 

企画競争等 
3件 

(3.4%) 

15百万円 

(1.8%) 

0件 

(0%) 

0円 

(0%) 

競争性のない随

意契約 

5件 

(5.7%) 

43百万円 

(4.9%) 

6件 

(7.3%) 

40百円 

(6.1%) 

合 計 
87件 

( 100%) 

877百万円 

( 100%) 

82件 

( 100%) 

656百万円 

( 100%) 

※ 「随意契約等見直し計画」策定時の個々の契約が、平成 23年度においてどのような契

約形態にあるかを記載するもの。 

※ 「随意契約等見直し計画による見直し後の姿」の各欄の件数・金額は、随意契約等見

直し計画時の件数・金額から複数年契約で平成 23年度に契約の更改を行っていないもの

を除いたもの。 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 「競争入札」は、一般競争入札及び指名競争入札を示す。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示し、平成 23年度実績欄には不落・不調随契

が含まれる。 

※ 金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 
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Ⅳ 随意契約等見直し計画の進捗状況 その２ 

 一者応札・一者応募案件の 

見直し状況（20年度実績） 

23年度も引き続き一者応

札・一者応募となったもの 

件数 金額 件数 金額 

事務・事業をとりや

めたもの 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

26 

(60.5%) 

374百万円 

(81.0%) 

契
約
方
法
を
変
更
せ
ず
条
件
等
の 

見
直
し
を
実
施
（
注
２
） 

仕様書の変

更 

19件 

(44.2%) 

118百万円 

(25.5%) 

1件 

(2.3%) 

16百万円 

(3.5%) 

参加条件の

変更 

2件 

(    4.7%) 

23百万円 

(5.0%) 

1件 

(2.3%) 

16百万円 

(3.5%) 

公告期間の

見直し 

37件 

(    86.0%) 

242百万円 

(52.4%) 

10件 

(23.3 %) 

39百万円 

(8.4%) 

その他 
43件 

(100%) 

462百万円 

(100%) 

10件 

(23.3 %) 

39百万円 

(8.4%) 

契約方式の見直し 
－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

その他の見直し 
－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

点検の結果、指摘事

項がなかったもの 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

－ 

(0%) 

一者応札・一者応募

が改善されたもの 
－ － 

7件 

(16.3%) 

33百万円 

(7.1%) 

合 計 
43件 

( 100%) 

462百万円 

( 100%) 

43件 

( 100%) 

462百万円 

( 100%) 

（注１） 平成 20年度に一者応札・一者応募であった個々の契約が、見直しによって、平

成 23年度の契約ではどの程度一者応札・一者応募となったかを示している。 

（注２） 内訳については、重複して見直ししている可能性があるため計が一致しない場

合がある。 
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（項目６） 

内 部 統 制 

 

①統制環境 

 

１ 理事長の役職員へのミッションの周知等 

・ 現理事長は、平成２１年４月１日付けの着任以来、当法

人に課せられた目的を体系的かつ効率的に達成すること

を目標として、内部統制の充実・強化に向けた取組を行っ

た。 

・ 第二期中期目標を受けて、第二期中期計画及び平成２３

年度計画に内部統制の充実・強化に向けて具体的に取り組

むべき重要事項を盛り込み、理事長の強い指導力の下でこ

れらの事項を着実に推進することとした。 

・ 理事長は、従来ともすれば一方的な指示・伝達に陥りが

ちであった各種会議の運営のあり方を改め、「会議は、参

加者が自由闊達に議論して知恵を出し合い、全員が課題と

対策を共有する場」とであるとの考え方を徹底し、ボトム

アップ型の要素も取り入れた法人運営を推進するととも

に、この方針を各種会議等の場で周知を図った。 

・ また、理事長は、風通しの良い、活力のある組織風土の

実現に向け、率先して職員を対象に個別面談を行い、当法

人を取り巻く環境の動向やあるべき姿等について意見交

換を行うとともに、自らの方針を明確に伝えた。 

 

２ 理事長のリーダーシップ発揮及びマネジメントの実効性

確保 

・ 理事長の目指す法人運営を実現するため、当法人の各研

究グループが行う研究業務の総合調整機能を担う組織と

して研究企画調整部を、また、当法人全体の人事・会計・

経理機能等を担う組織として総務部を配置し、これらの組

織を通じて的確にマネジメントが実施された。 

・ 年度計画に規定された個別項目ごとに業務担当責任者及

び業務担当者を選任するとともに、目標、実施事項、年間

スケジュール等からなる年間計画を作成した。特に、各研

究グループに共通する重要事項については、委員会又はプ

ロジェクトチームを設置し、当該事項の実務を担当させ

た。また、これらの業務の年度計画に基づく進行管理を的
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確に行うことにより、マネジメントの実効性の確保を図っ

た。 

・ 理事長、理事、総合調整機能を担う総務部長及び研究企

画調整部長等で構成される「理事長打合せ」を毎週開催し、

業務運営の重要事項の方針を決定するとともに、役員、総

務部長、研究企画調整部長、各研究グループ部長等で構成

される部長等会議を毎週開催し、業務連絡、報告、進捗状

況確認等の場として活用することにより、当法人全体の総

合的なマネジメント機能の確保を図った。 

 

３ 内部統制の構築状況 

・ 研究所の規模、業務内容等から想定されるリスクを踏ま

え、内部統制の四つの目的（「業務の有効性・効率性」、「法

令等の遵守」、「資産の保全」、「財務報告等の信頼性」）の

うち、特に「業務の有効性・効率性」及び「法令等の遵守」

を最重要事項と位置付け、優先的な取組を行った。 

・ 「業務の有効性・効率性」の取組としては、研究業務を

例に取ると、研究課題ごとに所定の評価項目・評価基準に

従い、事前・中間・事後の段階で内部・外部評価を行い、

その評価結果に基づき、研究計画や予算の配分を見直す仕

組みを運用したことが挙げられる。 

・ 「法令等の遵守」の取組としては、例えば、情報セキュ

リティの確保のための体制の整備、研究倫理及び利益相反

の管理のための厳格な審査の実施、管理職を対象としたセ

クシュアルハラスメント防止研修の実施等を行ったこと

が挙げられる。 

・ 上記の内部統制を統括する部署は、研究企画調整部及び

総務部であり、内部統制の業務に応じて、各研究グループ

等にも当該業務を推進する担当者等が選任されている。 

 

４ 役員会の位置付け、権限の状況 

当法人においては、２に記載した「理事長打合せ」が内部

統制を統括する機能を担っており、業務運営の重要事項の方

針決定の一環として、内部統制の基本方針の決定、内部統制

に係る重要なリスクの報告及び対応等の意思決定を行って

いる。 
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５ 理事長と監事・会計監査人の連携状況 

・ 役員(業務担当監事及び会計担当監事を含む。)、総務部

長、研究企画調整部長、各研究領域長及び各センター長か

ら構成される役員会議を５回開催し、業務執行状況の報告

及び検証を行うとともに、役員(業務担当監事を含む。)、

総務部長、研究企画調整部長、各研究グループ部長等で構

成される部長等会議を毎週開催した。これらの会議に理事

長と監事が出席することにより、特に内部統制の進行管理

の面での情報共有及び連携を図った。 

・ 役員(業務担当監事及び会計担当監事を含む。)、総務部

長、研究企画調整部長が出席する監査報告会において、会

計監査人が会計監査結果を説明する場を設けており、この

機会等を活用して、理事長と会計監査人との連携を図っ

た。 

６ その他統制環境に関する状況 

・ 特記事項なし 

②リスクの識

別・評価・対

応 

 

１ 当法人にとって懸念されるリスクは、当法人のミッション

である調査研究や労働災害の原因究明のための調査が、予算

や業務量の投入に比較して十分な成果を上げられないこと

である。そのため、これらの要素を内部・外部研究評価及び

個人業績評価において重点的に評価するとともに、当該評価

結果を当法人の人的・経済的資源の配分に適切に反映するこ

ととした。また、各研究員の所属する研究グループの部長に

よる研究業務の日常的な進行管理の実施、部長等会議、役員

会議等で研究業務の進行状況の報告・検証等を通じて、リス

クの把握に努めた。 

２ 当法人で実施している、ヒト及びヒト由来の材料を対象と

した調査研究においては、科学的妥当性及び倫理的配慮を確

保する必要がある。そのため、外部有識者や一般市民を含め

た研究倫理審査委員会において厳正な審査を行い、審査結果

に基づき必要な措置を講じた。 

３ 財務上のリスク管理としては、第２期中期計画に示された

数値目標に応じた年度予算計画を作成するとともに、その範

囲内で適切な予算執行を図るため、毎月の予算執行状況を管

理し、理事長まで報告することにより、適正かつ効率的な予

算執行に努めた。 

４ 組織のトップが気付きにくい現場の問題については、各種
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会議において情報を収集するとともに、メール等を用いて職

員から直接報告を受け付ける等により、その把握に努めた。

また、当法人のホームページに｢国民の皆様の声募集｣のコー

ナーを設け、広く国民からの意見・情報の収集に努めた。 

③統制活動 

当法人においては、関係規程の整備、各種会議・委員会等に

おける活動、外部・内部研究評価及び個人業績評価の実施、重

要業務及び予算執行時の決裁における確認、内部監査の実施等

を通じて、上記リスクのコントロールに努めた。 

④情報と伝達 

 

１ 第２期中期目標、第２期中期計画、年度計画、外部研究評

価規程、内部研究評価規程等の規程類、重要な連絡事項等は、

グループウェアに保管・更新され、全役職員が随時アクセス

できるようになっている。また、特定の部署等のみがアクセ

ス可能な情報も存在する。 

２ 毎週開催される部長等会議において行われた業務連絡は、

各研究グループ部長を通じて所属の研究員等に伝達される

とともに、重要な業務連絡については、所内全職員又は関係

部署の職員にメールで配信される仕組みが整備されている。 

３ 所外に対しては、ホームページ、メールマガジン等を通じ

て、独立行政法人通則法に規定された公表事項だけでなく、

研究成果、刊行物、調達・採用情報、講演会等の行事の情報

を積極的に提供した。 

⑤モニタリン

グ 

１ 日常的モニタリング 

・ 研究業務を含めた業務全般のモニタリングについては、

業務及び予算の決裁手続きを通じて実施した 

・ 研究業務のモニタリングについては、各研究グループ部

長による所属研究員が行う研究の進行状況の日常的な把

握、毎週開催される部長等会議、原則２月に１回開催され

る役員会議等での研究業務の進行状況の報告・検証等を通

じて実施した。 

・ 研究業務以外の業務のモニタリングについては、各部所

の部長等による所属職員が行う業務の進行状況の日常的

な把握、毎週開催される部長等会議、原則２月に１回開催

される役員会議、年に２回開催される災害調査等報告会等

での研究業務以外の業務の進行状況の報告・検証等を通じ

て実施した。 

・ 研究倫理、利益相反等の事項のモニタリングについては、

関係規程に定められた手続きに従って、審査を受ける仕組
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み等を通じて実施した。 

・ 調達及び契約のモニタリングについては、公共調達審査

会及び契約監視委員会において審査を受ける仕組み等を通

じて実施した。 

２ 独立的評価と評価プロセス 

  監事は、業務・会計執行機関から独立した立場で、ⅰ）部

長等が所属職員の日常的な業務の進行管理をどのような方

法により、どの程度行っているか、ⅱ）理事長や理事が統制

環境に対する適切な認識を持って管理運営を行っているか、

ⅲ）研究評価の結果が研究計画の見直し等に適切に反映され

ているか、等の内部統制の観点を含め、監査を実施した。 

また、監事監査の結果は、内部統制の実施状況も含め、理

事長に報告された。 

３ 内部統制上の問題についての報告 

  特記事項なし。 

⑥ＩＣＴへの

対応 

全役職員が知っておくべき関連規程等の情報については、グ

ループウェア内で情報の共有化を図るとともに、個人情報等を

含む機密性の高い情報については、グループウェア内で特定業

務に従事する職員のみがアクセスできるフォルダーを整備し、

基本的に同フォルダー内での情報処理を行っている。また、機

密性の高い情報を紙媒体として印刷し、委員会等で配布した場

合は、委員会等の終了後に回収した上で廃棄することを徹底し

ている。 

 
※ ＩＣＴ：Information and Communications Technology（情報通信技術）の略。

ＩＴと同様の意味で用いられることが多いが、「コミュニケーション」という情報

や知識の共有という概念が表現されている点に特徴がある。 

⑦監事監査 

・内部監査 

の実施状況 

監事監査 

１ 中期計画・年度計画等の妥当性について 

・ 業務監査については、監事(業務担当)が中期

計画・年度計画等を踏まえ策定する監事監査計

画に基づき、中間及び期末の年２回、各部署に

対して個別のヒアリング及び提出資料の調査に

より実施した。 

・ 監事(業務担当)は、日常の業務の実施状況を

把握するため、役員会議、部長等会議等への出

席を始め、内部・外部研究評価委員会その他業

務運営に関する重要な会議に参加した。 

・ 会計監査については、監事(会計担当)が中期



22 

 

計画・年度計画等を踏まえ策定する監査計画書

に基づき、期中及び期末の年２回、総務部等に

対して個別のヒアリング及び提出資料の調査に

より実施した。 

・ 監事(会計担当)は、会計業務の実施状況を把

握するため、役員会議、監査報告会等会議等へ

の出席に出席した他、随時、会計処理の確認等

を行った。 

２ 役職員の給与水準について 

監査項目として挙げられており、監査を実施し

た。 

３ 理事長のマネジメントの発揮状況について 

・  理事長は、研究企画調整部及び総務部と緊密

に連携しつつ、外部評価委員会・内部評価委員

会を活用して引き続き研究業務の評価の適正

化に取り組むとともに、個人業績評価における

研究グループ部長等のマネジメント実施状況

の評価項目の追加によるマネジメント機能の

強化、研究予算の執行計画の作成及び支出実績

のフィードバックによる効果的かつ効率的な

研究予算執行の推進、業務実績の四半期報告制

度の導入による業務実績のモニタリング及び

マネジメントの充実等に取り組んだ。 

４ 職員がミッションを意識しつつ目標･計画策定

に参加しているか、また、職員間のコミュニケー

ションが十分図られているかについて 

・ 年度計画の策定については、部長等会議メン

バ－を通じて各職員の意見を聴く手続きを経

て、実施された。また、年度計画の各項目に対

応した具体的実施事項の作成についても、各職

員から選任された業務担当責任者及び業務担

当者により、目標、実施事項、年間スケジュー

ル等が策定された。これらの取組により、職員

による目標・計画策定への参加の実現が図られ

た。 

・ 毎週開催される部長等会議においては、業務

運営に関する重要事項の連絡及び各研究グル
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ープ等からの問題提起が行われている。これら

の事項については、各研究グループ等内の打合

せにおいて伝達・討議がなされている。これら

の取組により、職員間のコミュニケーションの

実現が図られた。 

内部監査 

・ 抽出した研究課題に係る物品の購入や旅費等

の監査項目について、書類審査、ヒアリング等

による内部監査を実施した。 

・ 競争的研究資金である科研費についても、そ

の経理処理の内部監査を実施した。 

・ 契約方法についても、公共調達審査会を設置

し、100万円以上の契約について契約の方法等に

つき審査を実施した。 

⑧内部統制の

確立による成

果・課題 

１ 理事長のリーダーシップの下に、法人のミッションを効果

的・効率的に実現すべく、柔軟で効率的な組織運営を行うと

ともに、役職員の意識改革に努めた結果、経費を削減しつつ、

概ね計画を大幅に上回る、又は上回る業務実績を達成するこ

とができた。 

  また、監事監査、公共調達委員会及び契約監視委員会の審

査等を通じ、契約の方法等の見直し等をした結果、１者応札

の割合や平均落札率を平成２０年度に比べ大幅に減少させ、

調達の透明性及び競争性の向上を図ることができた。 

２ ただ、一方で職員数や予算が継続して削減される状況下に

おいて、内部統制の充実強化に附随する業務量や経費の増大

に如何に対処するかが引き続き重要な課題である。 
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（項目７） 

事務・事業の見直し等 

（委員長通知別添三関係） 
 

①独立行政法人の事

務・事業の見直し基本方

針で講ずべき措置とさ

れたものの取組状況 

（23 年度中又は 23 年度か

ら実施とされたもの） 

・平成 23年度においては、災害調査や関係団体等と

の情報交換等で把握した労働現場のニーズや実態、

行政課題を踏まえて基盤的研究課題を精査して絞

り込むことによりプロジェクト研究への重点化を

行った。 

 また、平成 23 年 12 月に開催された外部評価委員

会における外部有識者の意見を活用するなどによ

り、業務内容を厳選している。 

・研究資金の３分の 1 以上を外部研究資金によって

獲得するよう努めるという目標を第 2期中期計画に

掲げるとともに、その達成に向けて、所内の会議等

において研究員に対して競争的研究資金に積極的

に応募するよう勧奨し、積極的に応募した。 

また、公益団体、業界団体等に対し、役員自ら受託

研究の実施等を働きかけた。 

②行政刷新会議事業仕

分けでの判定結果を受

けた取組状況 

該当なし 

③省内事業仕分けで自

ら示した改革案の取組

状況 

・管理部門の効率化を図るため、管理部門の職員数

を平成 21 年度から２年間で 3 分の 1 削減すること

となった。これを受けて、平成 22 年度に４人、平

成 23 年度に 3 人の削減を行うことにより、この目

標を達成した。 

・外部研究資金の獲得額の向上に向け、目標を設定

して取り組むこととなった。 

・研究資金の３分の 1 以上を外部研究資金によって

獲得するよう努めるという目標を第 2期中期計画に

掲げるとともに、その達成に向けて、所内の会議等

において研究員に対して競争的研究資金に積極的
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に応募するよう勧奨し、積極的に応募した。 

また、公益団体、業界団体等に対し、役員自ら受託

研究の実施等を働きかけた。 

・省庁を越えた共同研究の実施、連携の強化に取り

組むこととなった。これを受けて、研究協力協定、

連携大学院、他の研究機関等との共同研究を積極的

に推進した結果、共同研究の占める割合は、56％と

なった。 

④その他事務・事業の見

直し 
該当なし 

⑤公益法人等との関係

の透明性確保 

（契約行為については、

項目５「契約」に記載） 

関連法人等該当なし。 

なお、契約の透明性については、項目５で記載。 

 


